
装備品等秘密の手続等に関するＱ＆Ａ

番号 御質問 御回答

１
「装備品等秘密」に指定される対象は何
か。

従来の装備品等の研究開発や調達などの契約において、秘密文
文書等（いわゆる省秘や庁秘）を契約事業者様へ提供していた
ものが、今後は「装備品等秘密」に指定されます。

２ 従来の秘密保全措置との変更点について

保全措置に変更はございませんが、これまでも秘密文書等に
「秘」の表示が示されていたのに加え、新たに「装備品等秘
密」の表示が追加されます。
なお、契約事業者様で製作等が行われる場合も同様となります。

また、「装備品等秘密」を故意に漏えい等した場合、防衛省職
員と同様の１年以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金が科され
ることとなります。

３
従業者の「誓約書」は提出しなくてよい
のか。

これまで契約事業者様が、従業者の方から徴取することとして
いた「誓約書」につきましては、「同意書」として呼称が変更
になり、統一的な様式の基準を定めております。
なお、必要に応じて、特定秘密や特別防衛秘密の記載を含めて
一枚の同意書にまとめて頂くことも可能です。

４
施行日（令和６年４月１日）前から提供
を受けている秘密文書等の取扱いはどう
なるのか。

施行日に「装備品等秘密」の指定がなされるよう一旦、防衛省
へ返却いただくか、若しくは防衛省職員が伺い、表示等の作業
を行います。契約事業者様の御都合に合わせ、個別に調整させ
ていただきます。

５ これまでの「秘」の表示は不要なのか。
「秘」の表示はこれまでどおり必要になります。
また、登録番号や「秘」の表示に加え、新たに「装備品等秘
密」の表示が必要になります。
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６
「同意書」について、生年月日や住所の記載は
必要なのか。

一般的な同意書の記載例を参考に、統一的な様式の基準と
して規定しています。

「住所」は署名者を特定する基本的要素になりますが、仮
に社内方針として、住所等の個人情報の提供が困難な場合
は個別に御相談ください。なお、当然ですが、個人情報の
取扱いに当たっては厳格に管理します。

７
現時点において、防衛省と秘密保護契約を締結
しておらず、また、締結の予定もない場合の届
出の処置は必要なのか。

１四半期（６月末）をメドに届出を提出してください。ま
た、「同意書」につきましても１四半期（６月末）をメド
に従業者の方々から徴収していただき、その写しを契約担
当官へ御提出ください。

８ 装備品等秘密の指定の有効期間について

有効期間は原則として、装備品等秘密に指定された日～元
になった秘の指定期間までになります。
装備品等秘密は契約に基づき提供するものですが、契約納
期や返却日が有効期間ではありませんので、御注意くださ
い。

９
装備品等秘密の指定の解除について

装備品等秘密の指定が解除されるのは、原則として元に
なった秘の指定が解除された場合であり、返却を以て解除
にはなりませんので御注意ください。
これは、防衛生産基盤強化法第２７条第６項により、装備
品等秘密を取扱う業務に従事しなくなった後にも守秘義務
が科されるためです。
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１０ 装備品等秘密指定書の交付の意義

装備品等秘密指定書は、装備品等秘密の指定事実及び内容
を明確にすることで、保全の意識を強化することを目的に
交付するものです。そのため、当該指定書は装備品等秘密
に指定された文書等と併せて提供する必要があります。

１１
装備品等秘密に指定された文書等を複数の契約
で利用する場合

既に装備品等秘密に指定された文書等を、他の契約や、他
の契約事業者様等が利用する場合には、再度の指定が必要
になります。

１２ CD等電子媒体への装備品等秘密の表示

CD等の電子媒体に装備品等秘密の表示をする際には、基本
的に収納ケース表面へのシール貼付をお願いします。
（先般の説明会ではラベルに貼付とお伝えしたところです
が、機器故障のリスクからケース貼付が適切と判断しまし
た。ただし、ケースに貼付済みのシールを貼り直す必要は
なく、また必要に応じてラベル貼付でも構いません。）

１３
スタンプ押印、シール貼付が困難な場合の表示
方法

文書、物件本体への表示が困難である場合には、例えば、
文書の裏表紙や文書の包装容器、物件の保管容器等に押印
や貼付をお願いします。それも困難である場合には、個別
に御相談ください。

１４
秘密保護契約は締結しているが、秘密文書等を
保有していない場合の、切替通達付紙様式第２
に基づく回答方法

付紙様式第２は秘密文書等の保有を前提にした記載になっ
ておりますが、秘密文書等を保有せずに取り扱う場合にも、
当該回答文書の御提出をお願いします。
その場合には、項目3の選択➀～③の全てを二重線で抹消
して御回答いただけますようお願いいたします。


